
 

「夏休み小学生５０円バス」について 

 

１．目的 

  「夏休み小学生５０円バス」の周知を行い、当該事業によるバスの利用促進を図ることを

通じて、東三河地域の地域公共交通の活性化を図る。 

 

２．実施主体 

  夏休み小学生５０円バス実行委員会（豊鉄バス㈱、名鉄バス東部㈱、豊橋市、豊川市、 

新城市、蒲郡市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村） 

     

３．対象者 

  小学生（居住地は不問） 

 

４．対象路線 

  ・豊鉄バス全線（ただし、高速バスを除く。） 

  ・名鉄バス東部全線（ただし、ふれんどバスを除く。） 

  ・豊川市コミュニティバス 

基幹路線：豊川国府線、千両三上線、ゆうあいの里小坂井線、一宮線、音羽線、 

御津線 

地域路線：音羽地区地域路線、御津地区地域路線、御油地区地域路線、一宮地区地域

路線 

  ・新城市コミュニティバス 

    北部線、西部線、中宇利線、吉川市川線、長篠山吉田線、秋葉七滝線、布里田峯線、

塩瀬線、作手線、守義線、つくであしがる線 

  ・蒲郡市 

    コミュニティバスの運行なし 

  ・田原市 

    コミュニティバスの小学生の運賃は無料 

  ・北設楽郡（設楽町、東栄町、豊根村） 

    お出かけ北設全線 

  ・豊橋市「地域生活」バス・タクシー（コミュニティバス） 

    東部東山線、柿の里バス 

 

５．実施期間 

  ・平成２５年７月２０日（土）～９月１日（日） 

 

６．運賃の支払方法 

  ①乗車時に整理券を取る。 

  ②降車時に小学生である旨を自己申告し、整理券とともに５０円を運賃箱へ入れる。 

 

７．その他 

・利用者数、認知度、取組みによってどういった効果が得られるのか効果測定を行う。 

・利用者の混乱を防止するため、チラシ、ポスターには対象路線を明確に明示する。 

  ・協議運賃路線は、各自治体で設置している地域公共交通会議の合意が必要となる。  

資料 ５ 



「夏休み小学生５０円バス」実施スケジュール 

 
平成２５年５月２０日現在 

日  程 内 容 備 考 

H25.4.24 
夏休み小学生５０円バス実行委員会設立総会 

検討会 
 

H25.5.20 

検討会 

・交通事業者と協働で事業計画の協議 

・チラシ・ポスターの仕様・部数などの協議 

・効果測定の方法の協議 

 

H25.5.20 補正予算の書面協議 
H25.5.24 

締切予定 

H25.5.24頃 チラシ、ポスターの発注  

H25.5.31頃 チラシ、ポスターの受託業者決定  

H25.6上旬 負担金の請求  

H25.6中旬 

担当者打ち合わせ会 

・チラシ・ポスターのデザインの協議など 

・報道発表などの調整 

 

H25.6中旬 
［豊橋市の場合］ 

チラシ等配布に関する校長会へ依頼 
 

H25.6.19まで 
各市町村の地域公共交通会議でコミュニティ

バスの運賃に関する合意 
 

H25.6.19まで 愛知運輸支局へ運賃の届出 
バス事業者・コミバ
ス運行事業者 

H25.7.10頃 

報道発表 
関係市町村、バス事
業者と同時発表 

チラシ、ポスターの配布及び掲示 

（ﾁﾗｼ:全小学生､ﾎﾟｽﾀｰ:ﾊﾞｽ車内･東三河主要施設） 
 

H25.7.15 
［豊橋市の場合］ 

広報とよはし７月１５日号への掲載 
 

H25.7.20～9.1 「夏休み小学生 50円バス実施」  


